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令和６年度このみ坂保育園重要事項説明書 

このみ坂保育園の保育提供を開始するにあたり、利用児童の保護者の皆さまにご理解い

ただくために説明すべき内容は次のとおりです。 

１ 施設の目的及び運営方針 

（１） 運営主体 

事業者の名称 社会福祉法人 合志市社会福祉協議会 

事業者の所在地 合志市須屋 2251 番地 1 

事業者の連絡先 096－242－7000 

代表者氏名 会長 荒木義行 

 

（２）施設の概要 

種別 保育所 

名称 このみ坂保育園 

所在地 合志市須屋 2273 番地 2 

連絡先 （電話番号） 096－247－6630 

（ＦＡＸ番号）096－247－6631 

（緊急携帯番号）080-8579-3493 

施設長 園長  

開設年月日 平成 24 年 4 月 1 日 

利用定員  

      

 

3 号 2 号  

0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

15 人 15 人 15 人 15 人 15 人 15 人 90 人 

当園基本理念・方針  母体である合志市社会福祉協議会は「やさしくておだやかな

福祉社会の創造」を基本理念に全ての市民にとって安全で安心

できる地域作りを目標としています。その活動は乳幼児から高

齢者、障がいのある方などへの福祉サービスの提供や、ボラン

ティア活動、ささえあい活動を通じた地域づくり、学童期から

の福祉教育など、障がいの有無や性別、世代を超えた「人と人」

との関わりは多岐へとつながっています。当園においても、法

人の基本理念を基軸に、本来子どもが持つ伸びやかで豊かな心

を保護者と共に、また、関わる全ての人で育てられるように、

異年齢保育や様々な交流事業、多くの体験活動を通して育てま

す。  当園の保育理念は「人を思い 人を育て ヒューマニ

ズムを育む保育園」です。子ども自身や自分以外の他者に対し

ても、思いやりや優しさを持てる子どもを育てます。子ども同

士、または様々な人との関わりの中で、「共に遊び 共に喜び 

共に学び 共に感じ 共に支え合い 共に育ち合う」保育環境
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を提供します。また、人間だけが持ち得る善悪の判断や、人の

尊厳を尊重できる人間性を大切に育て、ヒューマニズムを育む

ことを保育理念としております。 

 

（３）施設の概要 

敷地 敷地全体 2701.1 ㎡  （自己所有地）4085.1 ㎡ 

園庭 423.1 ㎡ 

園舎 構造 鉄骨造 地上１階建 

面積 （建築）1091.3 ㎡  （延床）893.0 ㎡ 

 

（４）主な設備の概要 

設備 部屋数 備考 

乳児室 保育室 1 室 0 歳児ひかり、1 歳児にじ 

保育室 4 室 2 歳児そよかぜ 

たいよう（アップルグループ） 

つき（チェリーグループ） 

ほし（オレンジグループ） 

遊戯室 1 室 室内の運動 行事等利用 

プレイルーム 1 室 ランチ・図書コーナー 

調理室 1 室 給食室 

つどいの広場 1 室 地域子育て拠点事業 

一時保育室 1 室 療育等支援室 

医務室 1 室 子どもの静養・安静室 

事務所 休憩室 2 室 職員室 

その他  トイレ 倉庫等 

 

（５）職員体制（R６.３月末時点） 

職種 職員総数 36 人 常勤 20 人 非常勤 16 人 

園長 1 人 1 人 0 人 

事務 １人 1 人 0 人 

主任 1 人 1 人 0 人 

保育士 25 人 14 人 11 人 

看護師 2 人 1 人 1 人 

給食（栄養士等） 4 人 2 人 2 人 

その他 2 人 0 人 2 人 
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（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日 

2 号・3 号認定子ども（保育認定） 

提供する曜日 月曜日から土曜日まで 

保育時間 保育標準時間 7：00～18：00（11 時間） 

保育短時間 8：30～16：30（8 時間） 

延長保育 保育標準時間 18：01～20：00 

保育短時間 朝 7：00～8：30 

夕 16：31～18：00 

開所時間 月～土曜日 7：00～20：00 

休業日 日曜日 祝日 

年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

つどいの広場「わかば」 

提供する曜日 月曜日～金曜日（週 5 日間） 

開所時間 10：00～15：00 

一時預かり保育（自主事業のため都合により現在 1～2 歳児休止 3 歳児以上要相談） 

提供する曜日 月曜日～金曜日 

開所時間 8：30～17：00 

 

（７）利用料等 

月額保育料 ・３号認定子ども 

利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料） 

・２号認定子ども 

保育料無償化に伴い無料 

実費徴収 給食費（主食代） 

（副食代） 

２号認定 

子ども 

月額 1,000 円 

月額 4,500 円（該当者のみ） 

用品費用 ２号認定 

子ども 

必要な方 2,000 円程度 

（年齢、希望により変動あり） 

被服費用 ２号認定 

子ども 

体操服 3,750 円 

園服  3,900 円 

用品費用 ３号認定 

子ども 

必要な方 2,000 円程度 

（年齢、希望により変動あり） 

絵本購入 希望者 業者販売価格 

その他 

延長保育 利用者負担額 30 分当たり 100 円 

※職員研修や園行事の都合により延長保育の時間の変更や休止もあります。 
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一時預かり保育 １歳児～２歳児休止 ３歳児以上児 給食費 

１日 2000 円 1500 円 300 円 

半日（午前） 1000 円 1000 円 100 円（おやつのみ） 

当日キャンセルの場合 300 円 

※自主事業のためご相談下さい。 

 

（８）提供する保育の内容 

 児童福祉法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に基づき、子どもの心身の状

況に応じて保育を提供します。 

 当園は、思いやり優しさを日常の生活や遊び多様な関係性のなかで育むことができるよ

うに、３歳以上児のクラスについては、異年齢保育に取り組みます。 

 

（９）年間行事予定 

月 行事内容 

 ４月 入園式・進級式（保護者総会） 個人面談 

５月 ファミリー週間 内科健診 

６月 歯科健診 保育参観（親子参加型） 

 ７月 七夕会 夏祭り プール開き・水遊び 

 ８月 プール・水遊び 

 ９月 おはなし会（ボランティア） 

１０月 運動会 内科健診 ハロウィンパーティー 

１１月 秋の遠足 おはなし会（ボランティア）  

１２月 クリスマス会 菊池少年自然の家出前講座 

 １月 初詣 どんどや オープン保育 

2 月 節分（豆まき） 卒園旅行（年長児）オープン保育 

 ３月 入園説明会 お別れ会 卒園式 

毎月の行事 誕生会（給食体験会）避難訓練 身体測定 農園活動 リズム遊び  

体育遊び 絵本の貸し出し（３歳以上児） おはなし会（ルピナス） 

※感染症拡大の為、日程や内容が変更になる場合があります。 
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（１０）一日のデイリープログラム 

時間 0・１歳児 2歳児 3･4･5歳児 

７：００ 

 

８：３０ 

 

９：１５ 

９：３０ 

１０：００ 

 

１１：００ 

 

１１：３０ 

 

１２：３０ 

 

１５：００ 

 

１６：００ 

 

１８：０１ 

 

２０：００ 

開園 順次登園 

検温・視診 

自由遊び  

 

おやつ 

朝の会 

遊び・活動 

 

離乳食・給食 

 

 

午睡 

 

 

おやつ 

降園準備 

順次降園 

 

延長保育 

 

閉園 

開園 順次登園 

検温・視診 

自由遊び 

 

おやつ 

朝の会 

主な活動 

 

 

給食 

 

 

午睡 

 

おやつ 

降園準備 

順次降園 

 

延長保育 

 

閉園 

開園 順次登園 

検温・視診 

自由遊び 

 

 

朝の会 

主な活動 

 

 

 

給食 

 

 

午睡 

おやつ 

降園準備 

順次降園 

 

延長保育 

 

閉園 

 

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項 

２号・３号認定子ども（保育認定） 

利用の決定 市が行う利用調整 

退園理由 ・２号、３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む） 

・保護者からの退園の申し出があったとき 

・利用継続が不可能であると市が認めたとき 

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき 

利用にあたっての留意

事項 

・9：00 までに登園して下さい。 

欠席や都合で遅れる場合は、ウェブにて 8：59 まで入力して下さい。 

・朝食は必ず済ませて下さい。 

・原則、保育時間内でのお迎えをお願いします。保護者以外の方のお

迎えや予定の時間に遅れる場合には、必ず電話でご連絡下さい。 
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・集団生活の中でゆっくり体を休めるために園で午睡をします。 

・熱が 37.5℃以上の場合は登園を控えて下さい。また、登園後 38．0℃

の発熱の場合は、お迎えの連絡をさせていただきます。（高熱でなく

ても、食事や水分を取らない、不機嫌でいつもと様子が違う時は状

況報告の連絡をとることがあります。） 

・病気と診断された場合は、完治してから登園して下さい。病気によ

っては医師の「意見書」や保護者の「登園届」の提出が必要なもの

もあります。 

 

（１２）嘱託小児科医 

医療機関名称 いけざわこどもクリニック 

院長名 池澤 滋 

所在地 合志市野々島 2461 

電話番号 096－242－6633 

 

（１３）嘱託歯科医 

医療機関名称 サトゥデンタルクリニック 

院長名 佐藤 弘法 

所在地 合志市豊岡 2000－2162 

電話番号 096－248－7155 

 

（１４）緊急時における対応方法 

保育の提供中、子どもに体調の急変があった時、ケガなどがあった場合、応急措置を行

いすみやかに子どもの保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等必要な措

置を講じます。 

 

緊急連絡先 

連絡先 名称 電話番号 

消防署 

 

消防署 １１９ 

泉ヶ丘消防署 ２４８－４７３１ 

西消防署 ２４２－１１１５ 

警察署 

警察署（北合志） １１０ 

須屋交番 ２４２－７３５０ 

野々島駐在所 ２４２－１１６０ 
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（１５）非常災害対策 

防火管理者 園長 

消防計画届出年月日 令和 2 年 5 月 28 日 

避難訓練 毎月１回以上の避難訓練、消火訓練、安全対策訓練（不審者対

応 災害時緊急時引き渡し訓練）を実施 

防火設備 消火器 誘導灯 火災報知器を備え 年に２回業者委託によ

る点検を行う 

避難場所 合志市保健福祉センターふれあい館（社協本所） 

緊急時の連絡手段 職員連絡網 保護者連絡先一覧にて連絡 

緊急一斉メールにて配信 

ホームページ（保育園ブログ）での情報提供 

 

（１６）相談 苦情窓口 

相談・苦情受付担当者 主任保育士  

相談・苦情解決担当者 園長  

第三者委員 猿渡 舞  （主任児童委員） ☎090-4344-4282 

上村 りえ子（主任児童委員） ☎080-3379-0577 

 

相談・苦情への対応 

 意見箱の設置やアンケート等で園への要望や意見を出していただく。また出された内容

についての回答を求められた場合は、開示して回答し改善を図るように努める。 

なお、苦情の内容を受け付けた場合には、内容を保管、記録して合志市担当課から求め

があった場合には対応等を合志市に報告をする。 

＜第三者委員の役割と活動＞ 

・保護者からの苦情や相談を受けた時は園に伝える。  

・苦情申し出人との話し合いに立ち会いや助言をする。  

・園の苦情解決責任者から改善状況の報告や経過等を聴収する。  

・園訪問をして事業所の状況の理解に努める。 

 

（１７）賠償責任保険の加入状況 

以下の保険に加入しています。 

保険の種類 公益社団法人 全国私立保育園連盟加入保険 

保険の内容 保育運営上で発生した事故による「損害賠償金・争訟費用

等」「利用子どものケガ」に対応する 

① 園賠償責任保険  

② 初期対応費用特約  
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③ 保育園児団体傷害保険  

④ 管理財物補償  

⑤ 人格権侵害補償  

⑥ 個人情報漏えい保険  

⑦ 職員団体傷害保険  

⑧ 地域子育て支援センター事業参加者傷害保険 

補償 補償額は加入保険の範囲で対応する。 

 

（１８）個人情報の取り扱い 

 保育の提供にあたって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密は、法令によ

る場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。 

また、別途に当園の個人情報保護に関する基本方針を書面にて保護者に確認していただき

必要事項をご記入の上「このみ坂保育園個人情報取り扱い承諾書」をご提出していただきま

す。 

 

 

 


